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定期監査結果報告書 

 地方自治法（昭和２３年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により、

令和２年１０月１９日、２０日及び同月２７日の３日間実施した定期監査

の結果は、次のとおりである。

よって、同法第１９９条第９項の規定により報告する。

なお、同法同条第１０項の規定により意見を付する。

令和２年１２月１１日

東白川村監査委員 安 江 弘 企

東白川村監査委員 今 井 美 和

東 白 川 村 長 今 井 俊 郎 様

東白川村議会議長 樋 口 春 市 様
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【監査の主眼】  

 １、予算の執行は適法かつ効果的に行われているかの確認 

 ２、前年度の滞納額が確実に調定されているのかの確認 

 ３、契約事務が公正適切に行われているかの確認 

 ４、事務事業が住民福祉の増進に寄与しているかの確認 

 ５、最小の経費で最大の効果を上げているのかの確認 

 

【監査の方法】 

 前半（書類審査） 

   １、令和２年度９月末の各会計の予算の執行状況、現金、預金、有価         

証券及び基金等の管理保管状況等の監査 

  ２、令和２年度９月末の各課所管の事務事業の進捗状況の監査 

   ３、令和元年度末の村税等の滞納分が令和２年度に調定され収入督励が

されているのかの監査 

  ４、村が発注する契約事務が適正に行われているかの監査 

  ５、補助金、委託事業の事務処理が適正に行われているのかの監査 

  ６、その他関係する必要事項の監査 

 

 後半（現地監査） 

  １、指定管理施設等の利用状況及び維持管理の状況 

２、令和２年度各工事の進捗状況と各工事の完成状況の監査 

 

 

 

 



3 

【監査の結果】 

１、予算の執行状況及び預金等の管理状況

令和２年度９月末現在の一般会計と特別会計を合わせた予算規模は４５

億５，０１４万３千円で、予算執行状況は、収入済額２３億７，３７１万

１８円、支出済額１８億９，５７２万５，９２６円、歳計外現金会計の差

引残高を合わせた残高は４億９，６５２万６，９２１円であり、その保管

状況はいずれも、めぐみの農協東白川支店で、普通預金４億９，６５０万

４，０２９円、当座預金２万２，８９２円であります。歳出予算執行率４

１．７％で前年度同期と比較すると１．３ポイント上回っています。

 基金の保管状況は、前年度同期と比較すると９，２３７万７，７８８円

減の１１億９，３５５万３，８６２円です。その内容は定期預金２３口、

普通預金３口、国債２口であります。

  出資証券等の管理状況は、前年度同期と同額で１億３，３１６万円とな

っています。その内容は出資証券１１団体、証書５３枚１，２９９万８，

５００円、株券９団体、５１枚１億１，７１６万１，５００円、債権１団

体３００万円であります。

 予算執行状況、現金保管状況、基金管理及び有価証券保管状況は、適正

であり正確であることを認めます。

２、滞納の状況と滞納整理

 令和元年度末の村税等の滞納繰越額は１，３２１万１，２５７円であり、

それが令和２年度に適正に調定され歳入の督励がされているかを調査しま

した。
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調定については、滞納額が令和２年度に計上され適正に処理されており

ました。納入の督励をなされているかについては、税金等で９月末までに

滞納繰越分１０８万７，４１７円が納付されていました。

なお、村税等主な９月末の滞納額（現年度分を含む）は、次のとおり

す。

区  分 令和２年度９月末 令和元年度９月末

村税 円

８，１５８，８６９

円

７，４４１，９４９

国民健康保険税 ４，００２，９０９ ５，００６，６２９

介護保険料 １１９，５００ １１４，１００

ＣＡＴＶ使用料 ２，３０９，９５０ ２，３９５，５００

簡易水道使用料 １４２，１９０ ２２０，６６０

後期高齢者医療保険

料

０ ９７，８００

国保診療所診療費等 １０８，８９２ １５１，１０２

合 計 １４，８４２，３１０ １５，４２７，７４０

 主な村税等の滞納額を前年度同期と比較しますと５８万５，４３０円減

少していますが、滞納額は令和２年度当初と比較すると１６３万１，０５

３円増えています。徴収に努力されているとは思いますがまだ多額の滞納

がありますので効果的な徴収に積極的に取り組むとともに悪質な滞納者に

対しては厳正に対処されたい。

３、村が発注する契約事務が適正に行われているかの確認
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村が契約する工事及び委託契約等２７事業について調査を行いました。

契約規則等に従い業者選定、事業等の管理事務の執行は全て適切に処理さ

れていました。

４、村が交付している補助金が適正に執行されているかの確認

今回の定例監査では、村が交付している補助金について１４事業の調査

を行いました。補助金交付規則等に沿って交付申請書等が提出されており、

適正に処理されていることを確認しました。

次に、現地調査で気づいたことを申し上げます。

指定管理施設等の管理状況は適正に管理され周辺の環境整備もできてい

たと思います。

【むすび】

令和２年度の定期監査は、書類審査、現地監査に分けて３日間実施しま

した。それぞれの担当課長、担当者には多忙の折懇切丁寧に説明をしてい

ただき、多くの資料を提出していただきありがとうございました。

 今年度国民健康保険税の保険料率見直しが行われ９月末の調定額を前年

同期と比較すると、約４００万円増となっており令和元年度末被保険者数

で除すると約６、８００円となっています。更に令和３年度に３５０万円

の引き上げ、その後も２年程度引き上げが必要と説明を受けました。

 国民健康保険運営協議会で審議されると思いますが、本村の保険料率 

は近隣市町と比較すると低く一般財源の繰出金が多くなっており、引上げ

はやむを得ないと思いますが国民健康保険被保険者に理解が得られるよう

説明をお願いします。

東白川村においては、第５次総合計画後期計画等に基づき村の活性化に

向けて事業推進が行われていると思いますが、過去に整備した簡易水道、
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老朽建物など修繕更新が必要な施設が多くあると思います。現在の村債借

入残高は一般会計、特別会計合わせて４３億８，０７８万７千円あります。

すでに令和３年度の予算編成も始まっていると思いますが、中学校体育 

館改修工事等が今後計画されており多額の借り入れはやむを得ないと思い

ますが、事務事業の執行については、常にコストを意識して最小の経費で

最大の効果を挙げるにはどうすればよいのかを意識し、その有効性、必要

性を考慮し村民が豊かさを実感できる施策が展開されることを祈念し意見

とします。


